
第１７回 史跡米子城跡整備検討委員会 

日時：令和８年３月１０日（火） 

午後１時３０分 ～４時 

会場：米子市役所第２庁舎２階第２会議室 

 

１ 開会 

（１）事務局代表挨拶 

 

（２）委員紹介 

 

２ 議事・報告 

 

（１）委員長・副委員長選任 

 

（２）令和７年度報告 

 ① 米子城跡整備事業について 三の丸広場 【資料１】 

 ② 米子城跡整備事業について 登城路整備・樹木伐採 【資料２】 

③ 令和７年度石垣カルテの作成について 

④ 令和７年度米子城・魅せる！プロジェクトについて 【資料３】 

 

（３）令和８年度計画 

  ① 令和８年度米子城跡整備事業について 【資料４】 

② 米子城跡三の丸広場完成記念事業の実施について 【資料５】 

 

（４）その他 

①災害によるき損について 【資料６】 

②史跡米子城跡整備検討委員会設置要綱の改正について 

 

３ 閉会 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

現地視察 

（１）三の丸広場 

 

（２）登城路第４工区 



第１７回 史跡米子城跡整備検討委員会 名簿 

令和８年３月１０日現在  

 

委員           【任期：令和７年１２月１日～令和９年１１月３０日】 

氏  名 所属・役職等 備 考 

松本 佳代子 米子市観光協会事務局 観光振興 

倉敷  卓 就将公民館長 まちづくり  

川 越 博 行 米子観光まちづくり公社理事長 まちづくり  

髙 田 健 一 鳥取大学地域学部教授 考古学 

永 松    大 鳥取大学農学部教授 植物学 

萩原 さちこ 城郭ライター、公益財団法人日本城郭協会理事 城郭整備活用  

濱 田  駿 米子商工会議所地域振興課 まちづくり  

荒木 菜見子 米子工業高等専門学校総合工学科 講師 

建築 

任期：令和７年１２月１日

～令和９年３月３１日  

 

事務局（５名）  

大塚 一平 米子市経済部 文化観光局 文化振興課 課長 

濵田 竜彦 米子市経済部 文化観光局 文化振興課 史跡整備推進室長 

山根 直樹 米子市経済部 文化観光局 文化振興課 課長補佐 

左古 友剛 米子市経済部 文化観光局 文化振興課 主任 

 清水 友陽 米子市経済部 文化観光局 文化振興課 主事 

馬場 祥多 米子市都市整備部 都市整備課 係長 

 

オブザーバー  

鳥取県地域社会振興部 文化財局 とっとり弥生の王国推進課  



史跡米子城跡整備検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 史跡米子城跡の整備方針の立案に関する方針を定めるために必要な事項を検討するた

め、史跡米子城跡整備検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）史跡米子城跡の整備に関する基本的な計画を策定するために必要な事項 

（２）前号に掲げるもののほか、史跡米子城跡の整備に関する方針を定めるために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（１）学識経験のある者 

（２）前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下単に「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、教育委員会が招集する。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、米子市経済部文化観光局文化振興課において処理する。 

（規定外事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年７月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



史跡米子城跡整備検討委員会設置要綱（案） 

（設置） 

第１条 史跡米子城跡の整備に関する必要な事項を検討するため、史跡米子城跡整備検討委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、史跡米子城跡整備基本計画に基づく整備内容を検討する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（１）学識経験のある者 

（２）前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下単に「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、教育委員会が招集する。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、米子市経済部文化観光局文化振興課において処理する。 

（規定外事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年７月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



内容 備考 内容 備考

遊歩道 カラー舗装

構造物設置

水飲み（1箇所）
ベンチ（4基）
のぼり建て（16箇所）
車止め（128本）
解説板（米蔵・内堀）
東屋（1箇所）
柵（杭・ロープ）

内堀 カラー舗装

中木植栽
クロガネモチ
エドヒガンザクラ

電気設備
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ（3基）
ﾌｯﾄﾗｲﾄ(15基)

芝張
（ティフトン芝）ロール芝

ポッド苗

内堀

遊歩道

水飲み場

東屋

ベンチ

車止め

解説盤

車止め 車止め

拡大

解説盤

（２）令和７年度報告

①米子城跡整備事業について 三の丸広場

柵（杭・ロープ）

資料１



②

③

④

① ②

③ ④



② 登城路整備・樹木伐採 

Ａ区域 登城路第４工区の整備に関連する樹木１６本を伐採した。本年度に発掘調査を実施する計画

だったが、伐採時期、期間の兼ね合いから、発掘調査は来年度に実施することとなった。また、登城路

沿いに確認された危険木９本を伐採した。 

Ｂ・Ｃ区域 令和７年５月２６日に表坂・深浦側登城口の倒木が発生。これを受けて、登城路沿いの

樹木診断を実施。その診断をもとにＢ・Ｃ区域において危険木１０本を伐採した。 

 

 

 

 

 

Ａ区域 

Ｂ区域 

Ａ区域 

①～⑳ 令和 7 年度 伐採木 

①～⑤ 追加伐採木 

C 区域 
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⑥～⑮ 追加伐採木 

Ｂ区域 Ｃ区域 



令和7年度伐採

令和7年度伐採

令和7年度伐採

令和7年度伐採

令和7年度伐採

tomoaki2920
楕円

tomoaki2920
楕円

tomoaki2920
楕円

tomoaki2920
タイプライターテキスト



tomoaki2920
楕円

tomoaki2920
楕円



※その他、目視で危険と判断された樹木を追加する

令和7年度伐採

令和7年度伐採

令和7年度伐採

令和7年度伐採

tomoaki2920
楕円

tomoaki2920
楕円

tomoaki2920
楕円

tatsuhiko2950
テキストボックス
　診断対象とした５０本の状態は、「良」２本、「やや良」１５本、「不良」３０本、
「枯死寸前（枯死含む）」３本と診断された。健全なものは極めて少ない。「やや良」
「不良」と診断された個体は衰退度にはばらつきがあり、衰退原因も多様であるが、斜面の肩部、腐食した倒木上など、不安定な環境に生育している個体は自重を支えきれなくなると倒れやすいことから、適宜伐採を検討し、園路利用者の安全確保、史跡の保護をはかるのが望ましい状況にある。


tomoaki2920
楕円



tatsuhiko2950
テキストボックス
参考




④令和 7年度米子城・魅せる！プロジェクト事業について  

 

（１）米子城跡ライトアップ ※米子城跡の石垣周辺をライトで照らす 

  ＜夏＞ 

 日時：8月 1日（金）〜25日（月） 日没～午後 10時 ※25日間 

 場所：米子城跡天守台 

 色 ：無色 

備考：米子市内各所をライトアップする「Yonagoマチノヒカリ☆2025Summer」 

（令和 7年 7月 19日（土）～令和 7年 8月 31日（日））の一環 

 ＜秋＞ 

日時：10月 15日（水）～30日（木） 日没～午後 10時 ※16日間 

場所：米子城跡天守台 

色 ：黄金色 

備考：ダイヤモンド大山観望会（18、19日）に合わせ、17、18日は日没から翌日早朝ま

で点灯。また、脳卒中予防啓発活動の一環として、10 月 27 日（月）～10 月 30 日（木）

日没～午後 10時は、世界脳卒中デー（10月 29日）のテーマカラーであるインディゴブ

ルーにライトアップ。（※鳥取大学医学部附属病院と連携） 

 ＜冬＞ 

日時：12月 15日（月）～2026年 1月 8日（木） 日没～午後 9時 ※25日間 

場所：米子城跡天守台 

色 ：オレンジ色 

備考：米子市内各所をライトアップする「Yonagoマチノヒカリ☆2025Winter」 

（令和 7年 11月 28日（金）～令和 8年 1月 31日（土））の一環 

 

夏：無色ライトアップ    秋：黄金色ライトアップ        

 

  

冬：オレンジ色ライトアップ 
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（２）ダイヤモンド大山観望会 ※米子城跡からダイヤモンド大山を観望する 

 開催日：10月 18日（土）、19日（日）午前 6時～ 

場  所：米子城跡天守台 

内  容：記念品配布（各日先着 200人）、武者隊の演武、牛骨スープの振る舞い（各日先

着 250人）など 

来場者数：550人（※2日間） 

▲ダイヤモンド大山を待つ来城者       ▲牛骨スープの振る舞い 

 

（３）新年あけまして米子城 2026 ※米子城跡から初日の出を拝む 

 開催日：令和 8年 1月 1日（木・祝）午前 7時～（記念品配布は午前 6時半～） 

場 所：米子城跡天守台 

 内 容：記念品や登城証の配布（先着 400人）、武者隊の演武 

 来場者数：1,200人 

 

              

 
▲初日の出を待つ来城者 ▲米子城武者隊の演武 



内容 備考

解説広場・
遊歩道・園路

舗装打設・着色舗装

内堀 型押し・着色舗装

構造物設置 柵（杭・ロープ）

芝張 （ティフトン芝）ロール芝

芝張

柵（杭・ロープ）

舗装打設・着色舗装

着色舗装 型押し・着色舗装

資料４
（３）令和８年度計画

①米子城跡整備事業について



②米子城跡三の丸広場完成記念事業の実施について  

 

１ 趣旨 

 令和５年度から整備してきた国指定史跡米子城跡の三の丸広場が令和８年１０月に完成

する。歩いて楽しいまちづくりの滞留拠点の誕生を広く周知するため、米子市制１００周年

のプレイベントとしてオープニングイベントを開催する。また、幅広い世代の市民や団体に

多様な活用を呼び掛け、今後の活用等がイメージできるような内容を盛り込んだ同広場の

オープニングイベント開催及び関連事業を一体的に情報発信する。 

 

２ 目的 

 史跡公園として国指定史跡米子城跡の保存と活用を図り歴史的、教育的価値を伝えると

ともに、都市公園として多様な利用が可能であることを周知する。周辺施設と連携したイベ

ントを開催することで、米子駅周辺から米子港・城下町周辺エリアの周遊観光の結節点とし

ての位置づけであることもアピールする。観光と歴史を融合させた新たな観光資源として

活用することで、来訪者に地域文化に触れてもらう契機とする。 

 

３ オープニングイベント 

開催日：10月 18日（日） 

会 場：米子城跡三の丸広場 

内 容：完成記念式典、飲食イベント、体験イベント、ステージ企画等 

備 考：ダイヤモンド大山観望会を 10月 24日（土）、25日（日）に開催する。オープニ

ングイベントから１週間を米子城三の丸広場オープン記念ウィークに位置づけ

て、各事業と連携して三の丸広場及び周辺エリアの魅力向上を図る。 

 

開催月：10 月 
１７日 

（土） 

１８日 

（日） 

１９日 

（月） 

２０日 

（火） 

２１日 

（水） 

２２日 

（木） 

２３日 

（金） 

２４日 

（土） 

２５日 

（日） 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ          

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ大山ｳｨｰｸ 

※ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ、ﾗﾝﾀﾝ設置等 

       
観望会 

関連事業 ※検討中 
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（４）その他 

災害によるき損について 

 

１月６日の地震の影響 

１月６日午前に震度５弱の地震が発生。指定地内の巡視によって水手御門の石垣裾部に散乱する

石材片を確認。余震がおさまった 13日に状況を観察したところ、隅角部の上から３番目の角石に剥

離痕跡があった。旧状の明瞭な記録はないが、剥離面が新鮮であり、ここからの剥落が推測された

ので、文化庁にき損届を提出した。経年変化により脆くなっていた部分が地震の揺れで分離した可

能性がある。目視では隅角部の稜線に歪みは認められない。現状で安定した状態を維持していると

考えられることから、当面は経年変化を観察すると共に、石垣裾に離隔を設けて、石材の落下など

に備え、見学者の安全を確保することとした。 

  き損箇所 

 剥落した石材 
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 石材剥落部分 

 

 柵による離隔 
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